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就労証明書のオンライン提出
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就労証明書の課題と対処方針

⚫ 現在、保育所入所・支給認定申請手続に必要な就労証明書は、勤務先企業が申請先の自治体が対応している様式に

基づいて作成したものを従業員に発行し、従業員が市区町村に申請を行う際に添付書類として提出している。

⚫ 令和６年度入所申請分より、市区町村に対する就労証明書の提出について、統一される様式を活用し、従業員を経

由することなく、企業から市区町村に対して直接提出できるようにシステム改修を行う。
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就労証明書のオンライン提出実現に向けたタスク
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1. 企業から就労証明書をオンライン提出に関するタスク

1-1. 様式作成
就労証明書の統一的な様式を作成する。

1-2. オンライン提出機能の整備
ぴったりサービスで企業から自治体に対して就労証明書を直接オンライン提出できるようにシステム
改修を行う。

1-3. 手続への対応
ぴったりサービスで就労証明書を受領できるように自治体でシステムの設定を行う。

2. 既存手続様式の見直しに関するタスク

2-1. 様式作成
既存の保育所入所・支給認定申請手続の様式を改修する。

2-2. システム改修
ぴったりサービスで改修した様式に対応するためのシステム改修を行う。

2-3. 手続への対応
ぴったりサービスで改修した様式を受領できるように自治体でシステムの設定を行う。



就労証明書のオンライン提出実現に向けたタスク
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3. 運用に関する資料作成

3-1. マニュアル・FAQ作成
企業向け・自治体向けのマニュアル及びFAQを作成する。

3-2. 自治体向けの事務処理ツールの開発
企業からオンライン提出された就労証明書データと申請者からオンライン提出された申請書データを
紐付けるツールを作成する。



これまでの対応と今後の対応

これまでの対応

令和４年12月 就労証明書のオンライン提出実現に向けた課題等の整理

令和５年１月 デジタル庁と子子本部で課題等に関する認識合わせ

これからの対応（予定）

令和５年２月 子子本部において就労証明書の統一様式案の作成

令和５年４月 就労証明書の統一様式の利用とオンライン提出に関する事務連絡発出
子子本部において就労証明書の統一様式の確定

令和５年５月～ デジタル庁において統一された就労証明書、修正された保育所入所申請
様式への対応に向けたマイナポータルの改修

令和５年夏頃 自治体・事業者向けのマニュアルやFAQ情報提供

令和５年秋頃 就労証明書データと入所申請データの紐付ツール作成自治体検証

令和５年秋頃 就労証明書オンライン提出開始

※ 詳細なスケジュールについては現在調整中
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